
・いじめ認知件数の増加は、「いじめの定義」の理解が広く浸透し、早期の小さな段階から「学校いじめ防

止対策委員会」で組織的に対応した結果だと考えられます。 

・いじめの態様は、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」が全件数の66.7％に見ら

れます。 

・いじめの発見のきっかけは、「本人からの訴え」、「当該児童生徒の保護者からの訴え」が大きな割合を占め

ています。また、「他の児童生徒からの情報」の件数と構成比が増加しています。 

平成 29年度 

｢暴力行為｣・「いじめ」・「長期欠席」の状況調査結果（小中学校） 

・長期欠席（年間30日以上の欠席）した児童生徒のうち、「不登校」について増加が続いています。 

・不登校の要因は、「いじめを除く友人関係をめぐる問題」が28.4％、家庭での環境変化や親子関係などの

「家庭に係る状況」が29.5％です。 

・前年度からの継続ではない、新たな不登校の児童生徒数が、不登校全体の41.8％です。 

・小学校では、前年度に比べ、生徒間暴力が382件（18.5％）、対教師暴力が85件（28.0％）、器物損壊が

170件（38.2％）増加しました。 

・小学校では、特定の児童が暴力行為を繰り返す傾向が続いています。 

・中学校では、26年度以降減少傾向が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成29年度『神奈川県児童・生徒の問題行動等調査』による 

 

１ 暴力行為       4,929件  [対前年度 592件（13.6％）増] 

小学校で増加        [対前年度 600件（21.0％）増] （28年度 2,861件→29年度 3,461件） 

中学校は微減        [対前年度   8件（ 0.5％）減] （28年度 1,476件→29年度 1,468件） 

 

 

 
 

２ いじめ（認知件数）  4,649件   [対前年度 873件（23.1％）増] 

小中学校ともに増加 小学校 [対前年度  581件（19.5％）増]（28年度 2,985件→29年度 3,566件） 

中学校 [対前年度  292件（36.9％）増]（28年度   791件→29年度 1,083件） 

 

 

 

 

 
 

３ 長期欠席       5,893人   [対前年度 541人（10.1％）増] 

      〈 長期欠席の内訳は「病気」「経済的理由」「不登校」「その他」 〉 

不登校は増加           [対前年度 500人（12.3％）増] （28年度4,059人→29年度4,559人） 

不登校以外の長期欠席は微増   [対前年度  41人（ 3.2％）増] （28年度1,293人→29年度1,334人） 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

教育委員会事務局人権教育・児童生徒課長 三嶽 昌幸       Tel 045-671-3706 

平成 30 年 10 月 25 日 
教 育 委 員 会 事 務 局 
人権教育・児童生徒課   

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 



 

１ 暴力行為の発生状況【概要】 

◆全暴力行為の発生件数 【４形態の暴力行為（１）～（４）の合計】 

 H25 H26 H27 H28 H29 増減 増減率 
小学校 1,943 1,655 2,080 2,861 3,461 600 21.0％ 
中学校 2,195 2,045 1,826 1,476 1,468 ▲8 ▲0.5％ 

計 4,138 3,700 3,906 4,337 4,929 592 13.6％ 

（１）対教師暴力の発生件数 

 H25 H26 H27 H28 H29 増減 増減率 
小学校 377 181 192 304 389 85 28.0％ 
中学校 216 235 145 112 104 ▲8 ▲7.1％ 

計 593 416 337 416 493 77 18.5％ 

（２）生徒間暴力の発生件数 

  H25 H26 H27 H28 H29 増減 増減率 
小学校 1,234 1,187 1,525 2,060 2,442 382 18.5％ 
中学校 1,287 1,214 1,077 929 930 1 0.1％ 

計 2,521 2,401 2,602 2,989 3,372 383 12.8％ 

（３）対人暴力の発生件数 

 H25 H26 H27 H28 H29 増減 増減率 
小学校 5 16 27 52 15 ▲37 ▲71.2％ 
中学校 15 17 11 29 14 ▲15 ▲51.7％ 

計 20 33 38 81 29 ▲52 ▲64.2％ 

（４）器物損壊の発生件数 

 H25 H26 H27 H28 H29 増減 増減率 
小学校 327 271 336 445 615 170 38.2％ 
中学校 677 579 593 406 420 14 3.4％ 

計 1,004 850 929 851 1,035 184 21.6％ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

H 2 5 H 2 6 H 2 7 H 2 8 H 2 9

小学校４形態別暴力行為件数
対教師暴力

生徒間暴力

対人暴力

器物損壊

0

500

1000

1500

2000

2500

H 2 5 H 2 6 H 2 7 H 2 8 H 2 9

中学校４形態別暴力行為件数
対教師暴力

生徒間暴力

対人暴力

器物損壊

1 

中1年

中2年

中3年

0

200

400

600

800

1000

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

中学校学年別 暴力行為件数

中1年

中2年

中3年

小1年

小2年

小3年

小4年

小5年

小6年

0

100

200

300

400

500

600

700

800

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

小学校学年別 暴力行為件数

小1年

小2年

小3年

小4年

小5年

小6年

資 料 



2 
 

■ 小学校での暴力行為の発生件数は、前年度比21.0％増です。 

・ 29年度に初めて暴力行為1,000人当たり発生件数が小中学

校で逆転（小学校19.1件、中学校18.6件）しています。 

・ 生徒間暴力の発生件数が 382 件増、器物損壊の発生件数が

170件増と大幅に増加しています。 

・ どの学年においても暴力行為の件数が増加しています。さら

に、学年が上がるにつれて増加する傾向にあります。 

・ 10件以上暴力行為が起きている小学校が、年々増加してい

ます。中でも５件以上発生した学校数が、205校と全体の約６

割を占めています。 

・ 特定の児童が暴力行為を繰り返す傾向があります。小学校で

は、５件以上繰り返し暴力行為を起こした児童数は 74 人、

778件と増加しています。 

・ 繰り返し暴力行為を起こした児童の暴力件数に対する４形態ごとの割合では、対教師暴力が 778件中 258件、33.2％を占

めています。これは小学校での全暴力件数に対する対教師暴力の割合11.2％と比較して、高くなっています。 

 

 

 

■ 中学校での暴力行為発生件数は４年連続の減少です。 

・ 中学校では、26年度以降、４年連続で減少となりました。29年度は器物損壊が14件、生徒間暴力が１件増加しましたが、

対教師暴力が８件、対人暴力が15件減少し、中学校全体としては引き続き減少傾向が見られます。 

・ 中学校１年生の暴力行為の発生件数が最も多く、学年が上がるにつれて減少の傾向が続いています。 

・ 中学校では、１人あたりの暴力行為、繰り返し暴力行為を起こした生徒（１人が５件以上）の人数が減少しています。 

H25 H26 H27 H28 H29
125 129 92 86 68
103 96 104 86 68
54 57 74 63 79
61 60 72 107 126

343 342 342 342 341
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対教師暴力 生徒間暴力 対人暴力 器物損壊 総数

258 448 5 67 778
（33.2%） （57.6%） （0.6%） （8.6%） （100%）

389 2,442 15 615 3,461
（11.2%） （70.6%） （0.4%） （17.8%） （100%）

Ｈ29　小学校
５件以上繰り返す児童による暴力件数

全市内児童による暴力件数
（　構成比　）

（　構成比　）

・ 小学校の暴力行為の増加の要因は、小さなトラブル段階のものであっても、しっかりと受け止めて学校が組織的に対

応したことや、特定の児童が繰り返し暴力行為を行っていることなどが考えられます。 

・ 今後も、引き続き初期の暴力行為を見逃さず、児童支援専任教諭を中心とした組織的な対応に取り組むとともに、区

役所や児童相談所等の関係機関との連携を強化し、児童の状況、背景を理解し、個に応じた指導を一層推進します。 

・ 同じ行為を繰り返させてしまわないよう、組織として毅然とした対応をするとともに、保護者と協力して適切な支

援を行います。 

H25 H26 H27 H28 H29
人数 56 45 57 66 74
件数 628 363 547 667 778
人数 38 47 19 14 12
件数 271 155 122 80 97

小学校

中学校

・ いずれも学校が「社会で許されないことは学校でも許されない」という毅然とした組織的な対応・指導を行い、保護

者や関係機関との緊密な連携、再発防止の取組が定着した結果だと考えられます。 

・ 中学校ブロック内での児童支援・生徒指導専任教諭の小中連携が促進されたことで、早い段階で、より正確な生徒の

把握ができるようになり、個に応じた適切な対応につながったことも、暴力行為減少の要因の一つと考えられます。 

【特定の児童生徒が暴力行為を繰り返す状況】 

（５件以上暴力行為を起こした人数と件数） 
【小学校における暴力行為の発生件数別 学校数】 

【小学校における５件以上暴力行為を繰り返す児童の４形態別暴力件数と割合】 
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※「解消している状態」とは、①いじめに係る行為が３ヶ月（目安）止んでいる ②当該児童生徒が心身の苦痛を感じていない

（本人・保護者に面接等により確認） 「国のいじめ防止等のための基本的な方針」（29年３月改定）より 

 

 

２ いじめの状況【概要】 

（１）いじめの認知件数                     

 

 

 

 

（２）いじめの年度内における解消率 

 

■ 小中学校ともにいじめの認知件数が増加しています。 

・ いじめの認知件数は、28年度と比べて小学校、中学校ともに大幅に増加し、合計で873件増加しています。 

・ 年度内での解消率は72.5％です。国の「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定（H29.3）で、「いじめの解消して

いる状態」※ として最低３か月の目安が示されたことにより、年度内で解消している状態とならないケースがあるため、昨

年度までの改善率の数値とは大きく異なります。 

 

 

 

（３）いじめの態様 

 

件数 ※割合

冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。 3,100 66.7%

仲間はずれ、集団による無視をされる。 644 13.9%

軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり、蹴られたりする。 933 20.1%

ひどくぶつかられたり、たたかれたり、蹴られたりする。 259 5.6%

金品をたかられる。 67 1.4%

金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 356 7.7%

嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 505 10.9%

パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中傷や嫌なことをされる。 191 4.1%

その他 70 1.5%

件数合計（複数回答） 6,125

H25 H26 H27 H28 H29 増減 増減率

小学校 2,279 1,781 1,343 2,985 3,566 581 19.5%

中学校 954 666 509 791 1,083 292 36.9%

計 3,233 2,447 1,852 3,776 4,649 873 23.1%

小学校 H25 H26 H27 H28 H29

認知件数 2,279 1,781 1,343 2,985 3,566

解消件数 1,285 1,251 1,018 2,154 2,605

一定解消 927 527 321 743 ー

取組中 67 3 4 88 961

解消率 56.4% 70.2% 75.8% 72.2% 73.1%

中学校 H25 H26 H27 H28 H29

認知件数 954 666 509 791 1,083

解消 510 434 366 538 765

一定解消 402 231 142 220 ー

取組中 42 1 1 33 318

解消率 53.5% 65.2% 71.9% 68.0% 70.6%

合計 H25 H26 H27 H28 H29

認知件数 3,233 2,447 1,852 3,776 4,649

解消 1,795 1,685 1,384 2,692 3,370

一定解消 1,329 758 463 963 ー

取組中 109 4 5 121 1,279

解消率 55.5% 68.9% 74.7% 71.3% 72.5%
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■ いじめの態様は、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」が全件数の66.7％に見られます。 

・ 項目別の割合では、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」が全認知件数に対し、66.7％と高い割

合です。また今もなお「金品をたかられる」が67件あり、少なからず見られます。 

 
（４）いじめの発見のきっかけ 

■ いじめの発見のきっかけは、「本人からの訴え」が26.0％、「当該児童生徒の保護者からの訴え」38.5％と大きな割合を占め

ています。 

・ 「本人からの訴え」、「当該児童生徒の保護者からの訴え」以外では、「学級担任が発見」14.5％、「学級担任以外の教職員

が発見」5.0％、「養護教諭が発見」0.8％と教職員の発見が20.3％となっています。 

・ 「他の児童生徒からの情報」の件数と構成比が増加しています。（H27：109件（5.9％）→ H28：222件（5.9％）→ H29：

298件（6.4％）） 

件数 構成比

当該児童生徒の保護者からの訴え 1,791 38.5%

本人からの訴え 1,207 26.0%

学級担任が発見 674 14.5%

他の児童生徒からの情報 298 6.4%

学級担任以外の教職員が発見 234 5.0%

アンケート調査など学校の取組により発見 196 4.2%

他の保護者からの情報 182 3.9%

養護教諭が発見 38 0.8%

学校以外の関係機関からの情報 11 0.2%

地域の住民からの情報 9 0.2%

その他（匿名による情報など） 5 0.1%

スクールカウンセラー等の相談員が発見 4 0.1%

計 4,649 100.0%

・ 「冷やかしやからかい・・・」、「軽くぶつかられたり・・・」といった内容では、小さな段階であっても、被害を

訴えた側の立場に寄り添っていじめとしてとらえて指導することで割合が高くなってきています。 

・ 金銭授受については、「子ども同士のお金のやり取りはやってはいけないこと」として、入学・進級の際に児童生徒

や保護者にリーフレットや文書等を活用して啓発をしています。保護者とともに「いじめや刑事事件につながる可能

性があること」として一層取組を推進する必要があります。 

・ 「ネットいじめ」といわれる「パソコンや携帯電話などの誹謗中傷等」については、スマートフォンの無料通話ア

プリ等を利用し発生するため、周りから事実が把握されにくい状況があり、気付かない状況で被害が広がっているた

め、引き続き、スマートフォン等へのフィルタリングの普及や小学校低学年からの計画的なネットリテラシーや情報

モラルに関する教育、家庭や子どもたちが主体的に取り組むルールづくり、保護者の啓発等の取組を推進する必要が

あります。 

・ 本人・保護者が学校に相談しやすくなったこと、丁寧に話を聞く体制が整っていると考えられます。また、児童生

徒理解に基づく関係づくりを進めたことと、保護者はパートナーという視点で連携をしていることの結果であると考

えられます。大人から見えにくいいじめについて一層の実態把握に努め、解決に向けた早期発見・早期対応を推進し

ます。 

・ 担任以外の発見については、学級担任だけに任せるのではなく、複数の教職員がチームを組んで情報を共有し、子

どもたちを見守る体制を整えていることで、些細な変化に対して気づくことができたといえます。 

・ 各学校が組織的にいじめに関する情報を共有し、確実に判断・対応できる体制を整備し、仕組みを構築する等、「い

じめ重大事態に関する再発防止策（28年度策定）」８項目34の取組を着実に実行します。 

・ 今後より一層、児童生徒への「いじめの定義」理解を進めることや、「横浜子ども会議」等の児童生徒の主体的な活

動を促進することで、いじめの傍観者などを減らし、他の児童生徒が周りの大人に訴えたり、互いに注意し合えたり

する「いじめが起こりにくい風土づくり」に取り組む必要があります。 
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３ 長期欠席（不登校等）の状況【概要】 

（１）不登校児童生徒数  

【長期欠席者内訳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「1000人当たり」は、児童生徒1000人あたりの不登校児童生徒数 

【欠席日数別】 

 

                                         ※年間授業日数はおよそ200日 

 

■ 30～89日欠席した児童・生徒数が不登校全体の42.3%です。 

・ 小学校では、30～89 日の欠席児童が不登校全体の半数以上

（51.4％）を占めています。中学校では、30～89日の欠席生

徒が不登校全体の38.2％です。 

・ 新たに不登校となった児童生徒数が、不登校全体の 41.8％

（前年度42.0％）です。 

・ いわゆる中 1 ギャップといわれているように、中 1 で不登

校が増加しています。しかし、前年度からの継続不登校・新

たな不登校と分類してみると、中学校の各学年で新たに不登

校となった生徒が多いことがわかります。 

 

不登校生徒数 1,000人当たり 不登校生徒数 1,000人当たり 不登校生徒数 1,000人当たり 不登校生徒数 1,000人当たり 不登校生徒数 1,000人当たり

30～89日 514 2.8 617 3.4 541 3.0 679 3.7 719 4.0

90～179日 334 1.8 369 2.0 366 2.0 423 2.3 577 3.2

出席10日以下 140 0.8 134 0.7 122 0.7 89 0.5 103 0.6

合計 988 5.3 1,120 6.1 1,029 5.6 1,191 6.6 1,399 7.7

不登校生徒数 1,000人当たり 不登校生徒数 1,000人当たり 不登校生徒数 1,000人当たり 不登校生徒数 1,000人当たり 不登校生徒数 1,000人当たり

30～89日 943 11.6 1,045 12.9 772 9.5 1,056 13.1 1,208 15.3

90～179日 991 12.2 1,101 13.5 1,141 14.1 1,388 17.3 1,505 19.0

出席10日以下 489 6.0 462 5.7 425 5.2 424 5.3 447 5.7

合計 2,423 29.7 2,608 32.1 2,338 28.8 2,868 35.6 3,160 40.0

H29

小学校
H25 H26 H27 H28 H29

中学校
H25 H26 H27 H28

【小中学校】 H25 H26 H27 H28 H29 増減 増減率

病気 627 563 885 845 862 17 2.0%

経済的理由 4 2 11 0 0 0 0.0%

不登校 3,411 3,728 3,367 4,059 4,559 500 12.3%

その他 485 380 821 448 472 24 5.4%

合計 4,527 4,673 5,084 5,352 5,893 541 10.1%

0 55 77 137 192 264 
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Ｈ29 学年ごとの不登校児童生徒数

（前年度からの継続不登校・新たな不登校）

前年度からの継続不登校

新たな不登校

人

【小学校】 【中学校】 

【新たな不登校の状況（学年ごと）】 
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※「魅力ある学校づくり」とは、新たな不登校を生まないために、児童生徒にとって、通うことが楽しい魅力のある学校づくりを進める取組です。学

校が行っている行事や授業等の日常の教育活動について、その狙いや目的が全ての児童生徒に届いているかを年３回の点検・見直しを繰り返し行

い、学校が児童生徒にとっての「意味のある大切な場」となっているかを確認することで、「不登校と未然防止の取組」を進めていく取組です。 

 

 

 

■ 継続または新たな不登校の分類から見た不登校数の推移。 

・ 同じ学年の過去６年間の不登校児童生徒数の推移をみても、

不登校児童生徒数の増加は、毎年積み上げるように増えてい

るのではなく、進級して再登校する児童生徒がいる一方で、

新たな不登校児童生徒がそれ以上にいることで増えていま

す。 

・中学校では、学年に関わらず多くの生徒が新たに不登校にな

っています。 

・不登校児童生徒に対する自立に向けた支援を行う一方で、新

たな不登校児童生徒を生まない取組が求められます。 

    

 

（２）不登校の要因と考えられる状況 

■ 不登校の要因と考えられる状況では、「不安」「無気力」の傾向にある児童生徒が全体の61.9％です。 

・ 分類上高い割合を占める「不安」の傾向がある児童生徒では、「いじめを除く友人関係をめぐる問題」や「学業の不振」、

「家庭に係る状況」が主な要因となっています。「無気力」の傾向がある児童生徒は、「学業の不振」、「家庭に係る状況」が

主な要因となっています。 

・ 「学校に係る状況」の中では、「いじめを除く友人関係をめぐる問題」が28.4％、「学業の不振」が17.5％と高い要因とな

っています。 家庭での環境変化や親子関係などの「家庭に係る状況」が29.5％を占めています。 

 

 

98 134 211 275 

613 

873 

74 
102 

154 

342 

407 

327 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

小４(H24) 小５(H25) 小６(H26) 中１(H27) 中２(H28) 中３(H29)

Ｈ29年度中学３年生の

過去６年間の不登校児童生徒数推移

（前年度からの継続不登校・新たな不登校）

前年度からの継続不登校

新たな不登校

人

1 「学校における人間関係」に課題を抱えている 904 19.8% 43 642 61 69 11 25 4 35 124 37
2 「あそび・非行」の傾向がある 156 3.4% 1 16 6 41 1 2 41 1 63 21
3 「無気力」の傾向がある 1,147 25.2% 2 146 9 359 34 10 17 38 459 208
4 「不安」の傾向がある 1,676 36.8% 26 455 65 311 59 29 26 122 385 457
5 「その他」 676 14.8% 2 35 6 19 4 1 2 12 314 302

合  計 4,559 100.0% 74 1,294 147 799 109 67 90 208 1,345 1,025
割  合 1.6% 28.4% 3.2% 17.5% 2.4% 1.5% 2.0% 4.6% 29.5% 22.5%

※　割合は、件数合計に占める割合
※　学校に係る状況・家庭に係る状況　（状況は複数選択可）

家
庭
に
係
る
状
況

左
記
に
該
当
な
し

　

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区分

　　　　　分類

分
類
別
児
童
生
徒
数

割
合

学校に係る状況

入
学

、
転
編
入
学

、
進

級
時
の
不
適
応

学
校
の
き
ま
り
等
を
め

ぐ
る
問
題

ク
ラ
ブ
活
動

、
部
活
動

等
へ
の
不
適
応

進
路
に
か
か
る
不
安

学
業
の
不
振

教
職
員
と
の
関
係
を
め

ぐ
る
問
題

い
じ
め
を
除
く
友
人
関

係
を
め
ぐ
る
問
題

い
じ
め

・ 不登校の状況にある児童生徒への支援は、個々の状況に応じた対応を考え、専門家とのチームによる支援や家庭訪

問等により、本人、保護者との意思を尊重した取組を継続しています。 

・ 児童生徒が安心して通えるための環境整備、学習支援、教育相談を一層充実し、別室登校などきめ細かな対応を行

うとともに、小中連携による９年間を見通した一層の支援を推進します。 

・ 過去に不登校等の経験のある児童生徒に対しては、「３年間の欠席状況一覧表」を作成するなど本人の状態、過去の

状況を正確に把握し、小さな兆候を見逃さず、休み始めの迅速な組織的支援を推進します。 

・ 日常の授業や行事等において児童生徒が安心できる「居場所づくり」、児童生徒が主体的に取り組む協働的な活動の

「絆づくり」を意図的・組織的に行うなど、「魅力ある学校づくり」※ の取組を推進するとともに、深い児童生徒理

解のもと、新たな不登校児童生徒を生まないための学校風土づくりを一層行います。 

【新たな不登校の状況】 
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（３）相談指導を受けた機関 

（４）長期欠席（年間３０日以上）した児童生徒に対する学校の取組状況（横浜市独自調査） 

  【家庭訪問等の状況（29年度）】 

■ 長期欠席児童生徒に対して組織的な支援を行っています。 

・ 各学校では、長期欠席児童生徒に対し、定期的な家庭訪問を実施しており、担任、児童支援・生徒指導専任教諭、学年主

任やスクールカウンセラーが訪問する等、組織的な支援を行っています。兄姉が中学校に在籍している場合、中学校の担

任や専任と連携して家庭訪問を行っている小学校の例もあります。 

・ スクールカウンセラーと連携しているケースが91.8％と高い割合になり、スクールソーシャルワーカーとの連携は、全学

校数の約３割で行われています。課題を整理したり、福祉的支援や環境調整等が必要となったりするケースにおいて、その

役割が高まっています。 

・ 訪問時における内容は、本人・保護者との面談を中心に状況を把握し、一人ひとりに応じた支援につなげています。例え

ば、本人や保護者が見通しを持てるように相談をしながら登校時間や学習の内容について１週間の予定を立てる、翌週の時

間割を週末に渡して参加できそうな授業を担任と確認する、行事の活動等について確認するなどや、担任や専任教諭が公園

で一緒に遊んで交流したり、学校開放や地域のスポーツ活動の機会を利用して体育館で活動の様子を参観し声をかけたりす

るケースもあります。 

 

　

毎

日

　

毎

週

（
週

１

回

以

上

）

　

月

数

回

担

任

専

任

教

諭

学

年

主

任

養

護

教

諭

ス

ク
ー

ル

カ

ウ

ン

セ

ラ
ー

本

人

と

面

談

学

習

支

援

保

護

者

と

面

談

学

習

配

布

物

等

の

提

供

保

健

室

相

談

室

特

別

支

援

教

室

そ

の

他

の

場

所

ス

ク
ー

ル

カ

ウ

ン

セ

ラ
ー

ス

ク
ー

ル

ソ
ー

シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

340 9 141 170 311 241 58 32 24 294 143 298 274 165 156 32 113 301 92

割合 2.6% 41.5% 50.0% 91.5% 70.9% 17.1% 9.4% 7.1% 86.5% 42.1% 87.6% 80.6% 48.5% 45.9% 9.4% 33.2% 88.5% 27.1%

147 2 73 72 147 84 102 16 40 145 72 145 139 66 102 47 54 146 44

割合 1.4% 49.7% 49.0% 100.0% 57.1% 69.4% 10.9% 27.2% 98.6% 49.0% 98.6% 94.6% 44.9% 69.4% 32.0% 36.7% 99.3% 29.9%

487 11 214 242 458 325 160 48 64 439 215 443 413 231 258 79 167 447 136

割合 2.3% 43.9% 49.7% 94.0% 66.7% 32.9% 9.9% 13.1% 90.1% 44.1% 91.0% 84.8% 47.4% 53.0% 16.2% 34.3% 91.8% 27.9%

心理や福祉の
専門家との連
携（複数回答）

小学校

中学校

計

H29

学
校
数

（
分
校
除
く

）

訪問の頻度
訪問者

（複数回答）
訪問時の支援内容

（複数回答）
別室登校の実施

（複数回答）

教

育

支

援

セ

ン

タ
ー

（
適

応

指

導

教

室

）

教

育

委

員

会

及

び

教

育

セ

ン

タ
ー

等

教

育

委

員

会

所

管

の

機

関

児

童

相

談

所

、
福

祉

事

務

所

保

健

所

、
精

神

保

健

福

祉

セ

ン

タ
ー

病

院

、
診

療

所

民

間

団

体

、
民

間

施

設

そ

の

他

、
左

記

以

外

の

機

関

等

養

護

教

諭

に

よ

る

専

門

的

な

指

導

ス

ク
ー

ル

カ

ウ

ン

セ

ラ
ー

・

相

談

員

等

に

よ

る

専

門

的

な

相

談

小学校 68 71 101 38 164 43 14 162 435 1,096

中学校 157 116 109 17 214 65 44 265 703 1,690

計 225 187 210 55 378 108 58 427 1,138 2,786

小学校 68 106 125 26 192 50 16 198 501 1,282

中学校 169 85 159 17 293 92 48 296 771 1,930

計 237 191 284 43 485 142 64 494 1,272 3,212

小学校 80 106 95 38 185 68 43 186 514 1,315

中学校 164 67 145 13 202 89 39 187 807 1,713

計 244 173 240 51 387 157 82 373 1,321 3,028

小学校 74 58 48 4 99 34 24 214 561 1,116

中学校 177 69 72 2 149 86 21 423 1,012 2,011

計 251 127 120 6 248 120 45 637 1,573 3,127

小学校 98 71 55 9 100 43 9 219 598 1,202

中学校 200 98 79 15 157 86 25 485 1,057 2,202

計 298 169 134 24 257 129 34 704 1,655 3,404

Ｈ28

Ｈ29

H29

相談・指導を受けた機関等(複数回答)

合
計

Ｈ25

Ｈ26

Ｈ27

・ 教育総合相談センターでは、「保護者の集い」等の開催による不登校の保護者相談を開催したり、横浜支援センター

（ハートフルルーム等）を増設したりするなどより一層の支援体制の強化に努めています。 

・ 社会的自立を目的として、フリースクール等の民間教育機関と連携した不登校支援活動を引き続き推進します。 


